
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 218520 下川簡易郵便局 ○ 愛知県北設楽郡東栄町下田尾沢２１－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 868250 坊ケ崎簡易郵便局 ○ 秋田県能代市坊ケ崎１１２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 088610 本竜王簡易郵便局 ○ 山梨県甲斐市竜王１６９９ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 707170 砂川簡易郵便局 ○ 沖縄県宮古島市城辺砂川１９０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 128970 三箇簡易郵便局 ○ 新潟県中魚沼郡津南町三箇乙１３０－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 237210 伊東逆川簡易郵便局 ○ 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－１６８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 237210 伊東逆川簡易郵便局 ○ 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－１６８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 248110 小白川簡易郵便局 ○ 岐阜県大野郡白川村小白川４７２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 248530 松山簡易郵便局 ○ 岐阜県海津市南濃町松山２１８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 248530 松山簡易郵便局 ○ 岐阜県海津市南濃町松山２１８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 517530 三原西野町簡易郵便局 ○ 広島県三原市西野４－６－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 517530 三原西野町簡易郵便局 ○ 広島県三原市西野４－６－１１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 537850 土田簡易郵便局 ○ 島根県益田市西平原町９５４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

R7.7.10 契約解除

R7.7.11 契約解除

R7.7.12 契約解除

R7.7.24 契約解除

R7.7.28 契約解除

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 契約解除

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 契約締結

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 617810 千丈駅前簡易郵便局 ○ 愛媛県八幡浜市郷３－５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 617810 千丈駅前簡易郵便局 ○ 愛媛県八幡浜市郷３耕地５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 648080 南国国分簡易郵便局 ○ 高知県南国市国分１２６４－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 648080 南国国分簡易郵便局 ○ 高知県南国市国分１２６４－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 718060 鶴場簡易郵便局 ○ 熊本県下益城郡美里町中１１７２－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 718060 鶴場簡易郵便局 ○ 熊本県下益城郡美里町中１１７２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 718210 払川簡易郵便局 ○ 熊本県下益城郡美里町払川３０５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 718210 払川簡易郵便局 ○ 熊本県下益城郡美里町払川２７７－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 718650 人吉井ノ口簡易郵便局 ○ 熊本県人吉市井ノ口町１０２５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 718650 人吉井ノ口簡易郵便局 ○ 熊本県人吉市井ノ口町１０２５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 767210 丹納簡易郵便局 ○ 長崎県西海市西海町丹納郷２０３５－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 767840 瀬戸越簡易郵便局 ○ 長崎県佐世保市瀬戸越２－７－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 767840 瀬戸越簡易郵便局 ○ 長崎県佐世保市瀬戸越２－７－１１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 787970 尾曲簡易郵便局 ○ 鹿児島県南九州市頴娃町上別府６６７０－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 787970 尾曲簡易郵便局 ○ 鹿児島県南九州市頴娃町上別府６６７０－１２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 797270 住吉簡易郵便局 ○ 鹿児島県大島郡知名町住吉２５５０－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 797270 住吉簡易郵便局 ○ 鹿児島県大島郡知名町住吉２５５０－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 907480 江別太簡易郵便局 ○ 北海道江別市東光町１２－８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R7.8.1 住居表示変更

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 住居表示変更

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 契約締結

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 住居表示変更

R7.8.1 業務変更

R7.8.1 契約解除
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変更前 郵便局 014140 東芝ビル内郵便局 - 東京都港区芝浦１－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 014140 ブルーフロント芝浦郵便局 - 東京都港区芝浦１－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 031660 川口市役所前郵便局 - 埼玉県川口市中青木１－２－３０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 031660 川口市役所内郵便局 - 埼玉県川口市青木２－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 827980 上浅貝簡易郵便局 ○ 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝１０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 213970 名古屋笠取郵便局 - 愛知県名古屋市西区笠取町２－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 213970 名古屋笠取郵便局 - 愛知県名古屋市西区康生通１－２８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 310220 穴水郵便局 - 石川県鳳珠郡穴水町川島サ３７－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 310220 穴水郵便局 - 石川県鳳珠郡穴水町字大町い９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 412190 貝塚半田郵便局 - 大阪府貝塚市半田３－７－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 412190 貝塚半田郵便局 - 大阪府貝塚市半田１－６－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 723390 イオンモール三光内郵便局 - 大分県中津市三光佐知１０３２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 837550 倉沢簡易郵便局 ○ 岩手県花巻市東和町倉沢４区８９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

新設

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。

R7.8.4 改称

R7.8.4 移転・改称

R7.8.5 契約締結

R7.8.30 契約解除

R7.8.12 移転

R7.8.12 移転

R7.8.12 移転

R7.8.29


